
船舶事故等調査報告書 

平成２３年１０月２７日 

                             運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１横第５６号 

事故等種類 衝突（岸壁） 

発生日時 平成２３年４月４日 ０８時４０分ごろ 

発生場所 千葉県勝浦市勝浦漁港 

 勝浦市所在の勝浦港西防波堤灯台から真方位０３２°３５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°０８.８′ 東経１４０°１８.７′） 

事故等調査の経過  平成２３年４月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事務

所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

漁船 広
こう

昇
しょう

丸、４.９トン 

 ＣＢ３－７３２８５（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船首外板破口 

 事故等の経過 本船は、船長ほか１人が乗り組み、船長が操舵室内で片付けを行いなが

ら、勝浦漁港を係留場所へ向けて極微速で航行中、着岸作業を開始しよう

としたところ、遠隔操縦装置が作動しないことに気付いた。 

船長は、遠隔操縦装置の電源を入れていなかったことに気付いて電源を

入れたが、パニック状態に陥って遠隔操縦装置を落ち着いて扱うことがで

きなかったことから、機関を後進にかけることができず、本船は、平成２

３年４月４日０８時４０分ごろ、左舷船首部が岸壁に衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ３ 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

その他の事項 船長は、用事があったことから早めに帰途につき、いつも入港後に行う

操舵室内の片付けを航行中に始めた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 本船は、勝浦漁港において着岸作業を開始しよ

うとした際、船長が、遠隔操縦装置の電源を入れ

忘れていたことに気付いて電源を入れたが、遠隔

操縦装置を落ち着いて扱うことができなかったこ

とから、機関を後進にかけることができず、左舷

船首部が岸壁に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、勝浦漁港において着岸作業を開始しようとした際、

船長が、遠隔操縦装置の電源を入れ忘れていたことに気付いて電源を入れ

たが、遠隔操縦装置を落ち着いて扱うことができなかったため、機関を後

進にかけることができず、左舷船首部が岸壁に衝突したことにより発生し

たものと考えられる。   




